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【手続補正書】
【提出日】平成25年8月21日(2013.8.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原料を用いて水素含有ガスを生成する水素生成器と、
　前記水素生成器を加熱する加熱器と、
　前記加熱器が前記水素生成器の昇温処理を完了した後、電力系統と連系した発電運転の
開始を待機する発電待機を行い、発電開始の指示が操作者により入力されると、前記発電
待機を停止して前記電力系統と連系した発電運転を開始する燃料電池と、
　を備える燃料電池システム。
【請求項２】
　前記加熱器は、前記発電待機において、前記水素生成器の保温処理を実行する、請求項
１に記載の燃料電池システム。
【請求項３】
　前記加熱器が燃焼器であり、
　前記燃焼器が、前記発電待機において、前記水素生成器より送出される水素含有ガスを
用いて前記保温処理を実行する、請求項２に記載の燃料電池システム。
【請求項４】
　前記発電待機において、前記水素生成器より送出された水素含有ガスは前記発電運転に
より消費されずに前記燃焼器に供給される、請求項３に記載の燃料電池システム。
【請求項５】
　前記発電待機において、前記発電運転により生じた電力を消費する内部電力負荷を備え
た、請求項１～４のいずれかに記載の燃料電池システム。
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【請求項６】
　前記水素生成器の温度を検知する温度検知器を備え、
　前記加熱器は、前記発電待機において、検知された前記水素生成器の温度が前記水素生
成器の耐熱温度以下になるように前記水素生成器を加熱する、請求項１～５のいずれかに
記載の燃料電池システム。
【請求項７】
　前記燃焼器に燃焼空気を供給する空気供給器と、
　前記水素生成器の温度を検知する温度検知器とを備え、
　前記空気供給器は、前記発電待機において、検知された前記水素生成器の温度が温度閾
値以上に上昇すると空気供給量を増加させる、請求項１～５のいずれかに記載の燃料電池
システム。
【請求項８】
　前記水素生成器の温度を検知する温度検知器を備え、
　前記加熱器は、前記発電待機において、検知された前記水素生成器の温度が前記水素含
有ガスを生成可能な下限温度以上になるよう前記水素生成器を加熱する、請求項１～５の
いずれかに記載の燃料電池システム。
【請求項９】
　前記燃料電池は、前記発電待機を開始した後、待機上限時間が経過すると、前記発電待
機を停止して電力系統と連系した発電運転を開始する、請求項１に記載の燃料電池システ
ム。
【請求項１０】
　前記発電待機を開始した後、待機上限時間が経過すると、前記燃料電池が前記発電待機
を停止し、前記加熱器が前記保温処理を停止する、請求項２に記載の燃料電池システム。
【請求項１１】
　前記燃料電池は、
　第１の運転方法が指示された場合には、前記水素生成器の昇温処理が完了した後、前記
発電待機を実行し、前記発電開始の指示が操作者により入力されると、前記発電待機を停
止して前記電力系統と連系した発電運転を開始し、
　第２の運転方法が指示された場合には、前記水素生成器の昇温処理が完了した後、発電
待機を行わずに前記電力系統と連系した発電運転を開始する、請求項１に記載の燃料電池
システム。
【請求項１２】
　前記水素生成器と前記燃料電池と前記加熱器とを内部に収納する筐体を備える、請求項
１～１１のいずれかに記載の燃料電池システム。
【請求項１３】
　水素生成器の昇温処理を実行する工程（ａ）と、
　前記工程（ａ）後に、電力系統と連携した発電運転の開始を待機する発電待機を実行す
る工程（ｂ）と、
　前記工程（ｂ）後に、発電開始の指示が操作者により入力されると、前記発電待機を停
止して前記電力系統と連系した発電運転を開始する工程（ｃ）と、
　を実行する燃料電池システムの運転方法。
【請求項１４】
　前記工程（ｂ）において、前記水素生成器より送出される水素含有ガスを用いて燃焼処
理を実行する、請求項１３記載の燃料電池システムの運転方法。
【請求項１５】
　前記工程（ｂ）後に、待機上限時間が経過すると、前記発電待機を停止して電力系統と
連系した発電運転を開始する工程（ｄ）を実行する請求項１３に記載の燃料電池システム
の運転方法。
【請求項１６】
　前記工程（ｂ）後に、待機上限時間が経過すると、前記発電待機および前記保温処理を
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停止する、請求項１４に記載の燃料電池システムの運転方法。
【請求項１７】
　第１の運転方法が指示された場合には、前記工程（ａ）、前記工程（ｂ）、および前記
工程（ｃ）を実行し、
　第２の運転方法が指示された場合には、前記工程（ａ）後、前記工程（ｂ）を行わずに
前記電力系統と連系した発電運転を開始する工程（ｅ）を実行する、請求項１３に記載の
燃料電池システムの運転方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　第１の形態にかかる燃料電池システムは、原料を用いて水素含有ガスを生成する水素生
成器と、水素生成器を加熱する加熱器と、加熱器が水素生成器の昇温処理を完了した後、
電力系統と連系した発電運転の開始を待機する発電待機を行い、発電開始の指示が操作者
により入力されると、発電待機を停止して電力系統と連系した発電運転を開始する燃料電
池と、を備える。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
　第２の形態の燃料電池システムは、第１の形態の燃料電池システムにおいて、加熱器は
、発電待機において、水素生成器の保温処理を実行する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２２】
　第４の形態の燃料電池システムは、第３の形態の燃料電池システムにおいて、発電待機
において、水素生成器より送出された水素含有ガスは発電運転により消費されずに燃焼器
に供給されるように構成されている。なお、上記形態において、水素生成器により生成さ
れた水素含有ガスは燃料電池に供給されない形態、及び燃料電池に供給される形態のいず
れであっても構わない。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２３】
　第５の形態の燃料電池システムは、第１～４の形態の燃料電池システムにおいて、発電
待機において、発電運転により生じた電力を消費する内部電力負荷を備えている。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２５
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【００２５】
　第６の形態の燃料電池システムは、第１～第５の形態の燃料電池システムのいずれかに
おいて、水素生成器の温度を検知する温度検知器を備え、加熱器は、発電待機において、
検知された水素生成器の温度が水素生成器の耐熱温度以下になるように水素生成器を加熱
するように構成されている。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２７
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２８
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２９
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３０
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３１
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３２
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３３
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３４
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３５
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【００３５】
　第７の形態の燃料電池システムは、第１～第５のいずれかの形態の燃料電池システムに
おいて、燃焼器に燃焼空気を供給する空気供給器と、水素生成器の温度を検知する温度検
知器とを備え、空気供給器は、発電待機において、検知された水素生成器の温度が温度閾
値以上に上昇すると空気供給量を増加させるように構成されている。
【手続補正１６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３６
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３７】
　第８の形態の燃料電池システムは、第１～第５のいずれかの形態の燃料電池システムに
おいて、水素生成器の温度を検知する温度検知器を備え、加熱器は、発電待機において、
検知された水素生成器の温度が、水素含有ガスを生成可能な下限温度以上になるよう水素
生成器を加熱する。
【手続補正１８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３９】
　第９の形態の燃料電池システムは、第１の形態の燃料電池システムにおいて、発電待機
を開始した後、待機上限時間が経過すると、発電待機を停止して電力系統と連系した発電
運転を開始するように構成されている。
【手続補正１９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４１】
　第１０の形態の燃料電池システムは、第２の形態の燃料電池システムにおいて、発電待
機を開始した後、待機上限時間が経過すると、燃料電池が発電待機を停止し、加熱器が保
温処理を停止するように構成されている。
【手続補正２０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４３】
　第１１の形態の燃料電池システムは、第１の形態の燃料電池システムにおいて、燃料電
池は、第１の運転方法が指示された場合には、水素生成器の昇温処理が完了した後、発電
待機を実行し、発電開始の指示が操作者により入力されると、発電待機を停止して電力系
統と連系した発電運転を開始し、第２の運転方法が指示された場合には、水素生成器の昇
温処理が完了した後、発電待機を行わずに、電力系統と連系した発電運転を開始するよう
に構成されている。



(6) JP 2012-104487 A5 2013.10.3

【手続補正２１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４４】
　かかる構成では、立会者の立会いを実行した後の次回以降の燃料電池システムの運転開
始時において、不必要に発電待機が実行されることによるエネルギーの浪費を防止できる
。
　第１２の形態の燃料電池システムは、第１～第１１の形態の燃料電池システムにおいて
、水素生成器と燃料電池と加熱器とを内部に収納する筐体を備える。
【手続補正２２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４５】
　第１の形態の燃料電池システムの運転方法は、水素生成器の昇温処理を実行する工程（
ａ）と、工程（ａ）後に、電力系統と連携した発電運転の開始を待機する発電待機を実行
する工程（ｂ）と、工程（ｂ）後に発電開始の指示が操作者により入力されると、発電待
機を停止して電力系統と連系した発電運転を開始する工程（ｃ）と、を実行するように構
成されている。
【手続補正２３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４７】
　第２の形態の燃料電池システムの運転方法は、第１の形態の燃料電池システムの運転方
法の工程（ｂ）において、水素生成器より送出される水素含有ガスを用いて燃焼処理を実
行する。
【手続補正２４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４９】
　第３の形態の燃料電池システムの運転方法は、第１の形態の燃料電池システムの運転方
法の工程（ｂ）後に、待機上限時間が経過すると、発電待機を停止して電力系統と連系し
た発電運転を開始する工程（ｄ）を実行する。
【手続補正２５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５０
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正２６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５１
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【００５１】
　第４の形態の燃料電池システムの運転方法では、第２の形態の燃料電池システムの運転
方法の工程（ｂ）後に、待機上限時間が経過すると、発電待機および保温処理を停止する
。
【手続補正２７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５２】
　第５の形態の燃料電池システムの運転方法では、第１の形態の燃料電池システムの運転
方法において、第１の運転方法が指示された場合には、工程（ａ）、工程（ｂ）、および
工程（ｃ）を実行し、第２の運転方法が指示された場合には、工程（ａ）後、工程（ｂ）
を行わずに電力系統と連系した発電運転を開始する工程（ｅ）を実行する。
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